
業務管理体制の整備の届出先について 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（平成２６年法律第５１号）にて介護保険法（平成９年法律第１２３

号）の一部が改正され、平成２７年４月１日から介護保険法第１１５条の３２に基づ

く介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が変更となります。 

 これまでは、事業所等の所在状況が１の都道府県の区域（うち、１の指定都市の区

域）の届出先は都道府県知事でしたが、平成２７年４月１日から取り扱う、新規・変

更等の届出先は、川崎市長へ変更となります。 

 なお、平成２７年３月中に神奈川県にて手続きを終えたデータについては、本市へ

引き継がれていることから、届出先の変更に伴う新たな届出は不要です。 

 ※事業所等の所在状況が１の市町村の区域（地域密着型サービスに限る）の届出先

については従来通りの手続き方法で変更はありません。 

【届出先】 

〒２１０－８５７７ 

川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 
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